
許可申請

関係市⻑からの意見聴取
（生活環境保全上の見地）

(§15.Ⅴ)

専門的知識を有する者の意見聴取

設置許可判断

使用前検査

産業廃棄物最終処分場設置審査のフロー

処分業許可手続き

告示・縦覧
・設置者、場所、施設の種類、

処理する産廃の種類、縦覧
場所を告示

・申請書を縦覧（１月間）
(§15.Ⅳ)

・縦覧期間満了日の翌日から起算して
２週間を経過する日まで提出できる(§15.Ⅵ)

【許可基準】(§15の2.Ⅰ)
①技術上の基準に適合していること
②周辺地域の生活環境保全、周辺の施設について

適正な配慮がなされたものであること
③設置、維持管理を的確、かつ、継続して行うに

足りる基準（知識・技能、経理的基礎）に適合
④欠格要件に該当しないこと

・設置者は、知事の検査を受け、申請書の計画に
適合していると認められた後でなければ、使用
してはならない。 (§15の2.Ⅴ)

・許可基準②について、生活環境の保全に関し、専門的知識を有する
者の意見を聴かなければならない(§15の2.Ⅲ)
⇒ 廃棄物の処理、大気質、騒音、振動、悪臭、水質、地下水

（規則§12の3）

・産業廃棄物の処分を業として行おうとする者
は、知事の許可を受けなければならない。

(§14.Ⅵ)

利害関係者からの意見提出
（生活環境保全上の見地）

1月間

２週間

最終審査

書類審査

許可の場合

計画見直し等
（事業者判断）

不許可の場合

・産業廃棄物処理施設を設置しようとする者は、
知事の許可を受けなければならない。

(§15.Ⅰ)


